
Ｑ前回、会社の優良部門のみを新会社に移し、不採算部門

は特別清算ないし破産するという手法が話題にのぼりま

した。優良部門をスポンサーが買ってくれる場合は、企業

価値相当額が旧会社に支払われるので、破産ないし特別清

算を行っても、企業価値相当額の原資から債権の種類や額 

に応じて支払いを受けられるので、旧会社の債権者が不当

に害されることはないのですね？ 

Ａそうですね。ただ、あくまでも企業価値が正当に評価さ

れていることが前提です。1億円の企業価値がある企業を

8,000万円で売ったということになれば、旧会社の債権者

は本来1億円の原資から自らの債権の種類や額に応じた分

配を受けることが出来るのに，それが8,000万円になって 

しまうと分配が減り、利益が不当に害されることになるわ

けです。 

Ｑでは、スポンサーが付かない場合には、そのような手法

は採れないのでしょうか。スポンサーが付かないと、旧会

社には一銭もお金が入らないわけですから、債権者が不当

に害されてしまいませんか？ 

Ａ最近行われている手法として、スポンサーが付かない場

合でも、新会社に移す会社財産に相当する負債を旧会社か

ら新会社に承継させることによって、債権者を不当に害さ 
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ず、かつ、負債を身の丈にあった額にまで減らして、企業

の存続を図る場合があります。すなわち、1億円の企業価

値しかない会社なのに、3億円の負債があり、到底返済し

ていけない。それを、1億円の会社財産とともに1億円分の

負債だけ新会社に移すのです。1億円の財産をもらうけれ

ども、同額の負債を承継するわけですから、旧会社が新会

社のオーナーに支払うべき対価は理論上0でもよいわけで

す。そうであれば、スポンサーに多額の資金を注入しても

らう必要はないのです。 

3億円の負債を返済していくことは困難だけれども、負債

が1億円にまで減れば返済していくことができる、という

場合には有効な方法でしょうね。 

Ｑでも、3億円の負債のうち1億円分だけ承継させるといっ

ても、どの負債を承継させてどの負債を承継させないか、

判断が難しいですね？ 

Ａそうですね。今のところ私が聞く限りでは、抵当権等の

担保付きの債権だけを承継させて、担保のない一般債権は

承継させない方法、メインバンクの債権だけを承継させて、

それ以外は承継させない方法、などが採られているようで

す。いずれにしても、債権者とよく話し合ったうえで進め

る必要があるでしょう。 


